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国際家族計画連盟（IPPF）は地球規模のサービス提供と、
世界のすべての人々の性と生殖に関する健康･権利を守る
ために率先して政策提言を行うグローバル NGOです。私
たちは、コミュニティと個人のために、コミュニティと個人
と共に活 動する各国組織が繰り広げる世界的な運動です。

IPPFは、女性、男性、若者がどこにいても自分の身体の
ことは自分で決め、そうすることで自分の運命を自分で決
められる世界を目標に活動しています。親になるかどうか
の選択が自由にできる世界、いつ、何人の子どもを持つか
を自由に決められる世界、望まない妊娠や HIVを含む性
感染症の恐れなしに健康的な性生活が送れる世界を目指
しています。ジェンダーやセクシュアリティを理由とする不
平等や汚名がない世界。私たちは、これらの重要な選択
と権利を守るため、現在と未来の世代のために、全力を尽
くして活動を続けていきます。
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DHS 人口保健調査
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序文

外務省
ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ（UHC）とは「すべての人 
が、基礎的な保健医療サービスを、必要なときに、負
担可能な費用で受けられる」ことを意味します。日本は
1961年に国民皆保険 を達成し、国民誰もが保健医療サー
ビスを必要なときに負担可能な費用で受けることのできる
基礎的保健サービスの仕組み（すなわちＵＨＣ）を構築し
ました。この仕組みは、日本が世界最長の平均寿命を達
成し、所得格差の比較的少ない安定した社会の発展を実
現する大きな力となりました。

この経験をもとに、日本政府は、2015年 9月に発表した
「平和と健康のための基本方針」の中で UHCの達成を政
策目標や基本方針として掲げています。また、国際社会と
ともに、貧困層を含むすべての人々が基本的なサービスに
アクセスできるようUHCを推し進めた結果、同年採択さ
れた「持続可能な開発のための 2030アジェンダ（SDGs）」
において、リプロダクティブヘルスサービスを含む質の高
い基礎的な保健サービスのアクセス等を含む UHCが達成
目標となりました。同時に、貧困層を含むすべての人々が
リプロダクティブ・ヘルス・サービスにアクセスできるよう
にすることも独立した目標（SDG3.7と SDG5.6）になって
います。

母子保健や高齢化等の世界が直面している多様な課題に
対応できる生涯を通じた保健サービスの確保が必要とされ
ていますが、その中で、セクシュアル／リプロダクティブ・
ヘルスは、日本政府が永年にわたり課題解決のために知
恵をしぼり、IPPFなどのパートナー機関とともに、確かな
実績を残してきた分野です。それは、この分野が、個人を
保護し、力づけ、その持てる能力を開花させること、すな
わち「人間の安全保障」の実現に極めて重要であるからで
す。今後とも各国政府、国際機関、市民社会が、これら
の共通の目標を達成するために連携して取り組んでいくこ
とが必要です。

外務省　国際協力局 
国際保健政策室長 
鷲見　学  

国際家族計画連盟 (IPPF)
ユニバーサル・ヘルス・カバレッジを達成し、それによって
持続可能な開発目標を達成するためには、すべての人が、
セクシュアル・リプロダクティブ・ヘルス／ライツにアクセ
スできることが不可欠です。ユニバーサル・ヘルス・カバ 
レッジによって、女性、男性、子供、若者の心身の健康を
促進し、差別のないセクシュアル・リプロダクティブ・ヘル
ス／ライツを確実に提供しなければなりません。これらの
サービスを受けるための障壁を取り除き、サービスが確実
に利用でき、アクセスが可能で、条件の整った、質の高い
ものでなければなりません。

「誰も取り残さない：ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ
とセクシュアル・リプロダクティブ・ヘルス／ライツ」は、
IPPFの文献レビュー調査から明らかになった様々な証拠を
集めたものです。結果として明らかなのは、セクシュアル・
リプロダクティブ・ヘルスへの資金提供が不十分であると
いうことです。例えば、貧困世帯の患者自己負担額が非常
に大きいため経済的困難に直面していたり、ジェンダーに
基づく暴力関連サービスなどの重要なセクシュアル／リプ
ロダクティブ・ヘルスサービスが必須ヘルスケアパッケージ
に含まれていなかったり、医療施設が不十分であるために
脆弱で疎外された人々のニーズを満たすことができないな
どの問題があります。

IPPFは、セクシュアル・リプロダクティブヘルス・ライツに
変化を生み出すための地域に根ざし、グローバルにつなが
る運動体として、各国のユニバーサル・ヘルス・カバレッジ
達成を後押ししています。この出版物中のケーススタディ
からおわかりいただけるように、「IPPF日本 HIV／リプロ
ダクティブ・ヘルス信託基金」は、IPPF加盟協会が、必要
不可欠で、命を救い、費用効果が高く、汚名のないセクシュ
アル／リプロダクティブ・ヘルスサービスを提供するのを支
えてきました。そのような取り組みは、国の保健医療シス
テムを強化し、最も貧しく、脆弱で疎外された人々にサー
ビスを届かせ、ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ達成に
近づけてきました。

IPPF事業本部長 
イルマ・メルカム（Yilma Melkamu） 
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この報告書について

IPPFは、持続可能な開発に取り組む保健医療セクターや
より広い分野のステークホルダーに情報を提供するため
に、ユニバーサル・ヘルス・カバレッジの実現に上でセク
シュアル／リプロダクティブ・ヘルス／ライツがいかに重
要であるかに関する文献を系統的にレビューする調査を
しました。この調査では、持続可能な開発目標を達成す
るために、ユニバーサル・ヘルス・カバレッジと、セクシュ
アル／リプロダクティブ・ヘルス／ライツのつながりがな
ぜ重要であるかについて、また、セクシュアル／リプロダ
クティブ・ヘルス／ライツをすべての人々に届かせる目標
の達成状況と課題が、ユニバーサル・ヘルス・カバレッ
ジの実現にどのように影響しているかについて論じてい
ます。この調査は、委託したコンサルタントが行った文
献レビューと、IPPF加盟協会からのケーススタディで構
成されています。

この調査は、2010–2017年に英語で出版された研究を、
電子データベース PubMedと Poplineを用いて、セクシュ
アル／リプロダクティブ・ヘルス／ライツに関わる医療サー
ビスの普及率と、セクシュアル／リプロダクティブ・ヘル
スへの支出を含めた経済的保護のカバレッジについての 

研究・レポート重点を置いて系統的に検索・収集し、本
調査の目的に合った文献をレビューしました。さらに、検
索で特定された文献に含まれている引用文献、また様々
な国際機関、政府、および IPPFを含めた非政府組織か
らの関連資料もレビューしました。

セクシュアル／リプロダクティブ・ヘルス／ライツの基礎的
な部分に焦点を当てていない研究および文献は除外しま
した。この報告書には、文献レビューの結果の要約が含
まれています。

ケーススタディは、セクシュアル／リプロダクティブ・ヘル
ス／ライツをすべての人々に届かせる目標を達成する上で
現場が直面している現実を浮き彫りにすることを目的とし
ています。各ケーススタディは、誰も取り残さないユニバー
サル・ヘルス・カバレッジの実現のために取り組まなけれ
ばならないセクシュアル／リプロダクティブ・ヘルス／ライ
ツの特定分野に焦点を当てています。

コンサルタントを傭上し、各国の政策文書等のレビュー、
政府および非政府関係者とのディスカッション、関連文献
の審査の結果を文書にまとめました。
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ユニバーサル・ヘルス・カバレッジとセクシュアル／リプロダクティブ・ヘルス／
ライツは、持続可能な開発に不可欠
ユニバーサル・ヘルス・カバレッジとは、「世界中の誰もが、
支払い可能な費用で、質の高い保健医療サービスを受け
られること」を意味し、あらゆる年齢のすべての人々の健
康的な生活を確保し、福祉を推進することを通じて、「持
続可能な開発目標」達成のための取り組み中で中心的な
役割を担っています。生涯にわたって行われる保健医療
サービスへの投資は、1ドルにつき、約 10ドルの投資リ 
ターンがあると試算されています1。健康な人ほど社会・
経済的貢献度が高いため、個人、コミュニティ、国への 
リターンも大きくなります。対照的に、健康状態が悪い 
ことは貧困の大きな原因となります。毎年、1億人以上の
人々が、医療費の自己負担により貧困に陥っています 2。 

すべての人がセクシュアル／リプロダクティブ・ヘルスを享
受できることは、健康的な生活と福祉の促進（目標 3）を
確実にし、ジェンダーの平等と女性のエンパワーメント 
（目標 5）を達成するための原動力として、持続可能な開
発目標において強調されています。他の持続可能な開発
目標 3での進展を保持し、さらに目標達成に向けた進歩
を加速するため、ユニバーサル・ヘルス・カバレッジの中
心として、包括的なセクシュアル／リプロダクティブ・ヘル
スサービスが提供されなければなりません。世界中の女

性、男性、若者が、性と生殖に関する自由を含む健康へ
の権利や、家庭生活に関する他の基本的人権、そして社
会、経済、公共分野 4への参加が実現できなければなり
ません。

IPPFによる本調査は、セクシュアル／リプロダクティブ・
ヘルス／ライツへのユニバーサルアクセスへの課題や便益
に関するエビデンスをまとめています。この文献レビュー
では、ユニバーサル・ヘルス・カバレッジの主要な柱に合
わせ、次の項目を扱う研究や文書に焦点を合わせました。

• セクシュアル／リプロダクティブ・ヘルスサービスのカバ
レッジ

• セクシュアル／リプロダクティブ・ヘルスのニーズを満た
すための経済的保護のカバレッジ

• セクシュアル／リプロダクティブ・ヘルスに関する保健
医療サービスと経済的保護の制度が、いかに例外なく
すべての人々に行き届いているか 

誰がカバーされているか

どのセクシュアル／リプロダク
ティブ・ヘルスサービスが
カバーされているか

SRHサービス
費用と利用者
負担の削減

特に貧困層や
脆弱な人々など、
カバーされて
いない人々への
適用拡大

包括的な
セクシュアル／

リプロダクティブ・
ヘルスサービス

を含める

セクシュアル／リプロ
ダクティブ・ヘルスの
直接費：適用されて
いる費用の比率

現時点で、受けられるセク
シュアル／リプロダクティブ・
ヘルスサービス、同分野のた
めに配分されている費用、同
サービスが届いている人々

セクシュアル／リプロダクティブ・ヘルスサービスへのユニバーサルアクセスの立体表示資料 

世界保健機関、「世界保健報告書 2010」5を参考に作成

要約（エグゼクティブ・サマリー）
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質の高いセクシュアル／リプロダクティ
ブ・ヘルス・サービスをすべての人に
提供しないと、ユニバーサル・ヘルス・
カバレッジ達成の大きな障害となる 
家族計画サービスの提供拡大を優先事項とする様々な世
界的な取り組みや政策があるにもかかわらず、セクシュア
ル／リプロダクティブ・ヘルスサービスのニーズは未だに受
け入れがたいほど満たされていません。 

• 世界中で、妊娠を遅らせたり避けることを望んでいる推
定 2億 1,400万人の女性が、現代的避妊法を使用して
おらず6、このことは、妊娠可能年齢の女性のセクシュ
アル／リプロダクティブ・ヘルス／ライツの実現が限ら
れていることを示しています。

• この 25年間、産前ケアの提供は遅 と々して進んでいま
せん。2015年には、推奨される最小限の 4回産前ケ
アを受診をした妊婦はわずか 25%でした7。

• 世界の子宮頸がんの 83%が途上国で発症しているにも
関わらず、途上国での子宮頸がん検診の受診率は、平
均 19%です。一方、先進国では 63%となっています 8。

多くの研究で、経済状況、年齢、教育水準、居住地域によっ
て、基礎的なセクシュアル／リプロダクティブ・ヘルスサー
ビスへのアクセスに格差があることが一貫して示されてい
ます。

人によってセクシュアル／リプロダクティブ・ヘルスのニー
ズは異なります。セクシュアル／リプロダクティブ・ヘルス
をすべての人が受けるため、人を中心にしたヘルスサービ
スへのアプローチが不可欠です。しかし、ユニバーサル・
ヘルス・カバレッジの一環として多くの途上国で提供され
ている基礎保健サービスパッケージは、限られたセクシュ
アル／リプロダクティブ・ヘルス課題にしか対応できず、
特に困難な状況にいる若者や、脆弱な、疎外された女性
のような人々の多様なニーズには配慮していません。

• 世界全体で、1990年から 2015年までの 15–19歳の
思春期の女性による出生率は、1,000人につき 59か
ら 51出生にわずかに減少しただけです。  

• 15–24歳の思春期および若い女性は、世界の成人人口
のわずか 11%だけを占めるにもかかわらず、HIV感染
リスクが高く、2015年においては、世界全体の成人の
新規 HIV感染の 20%を占めています。ジェンダーによ
る格差はサハラ以南のアフリカで特に深刻で、成人の
新規感染の 25%がこの年齢層の女性であると報告さ
れています 9。

• 多くの低・中所得国の若い女性は児童婚のリスクにさ 
らされています。途上国では、20–24歳の若い女性の
うち、35%が 18歳未満で、12%が 15歳未満で結婚
しています10。南アジアでは、若い女性のほぼ半数が
18歳未満で結婚しています。若い女性は、未婚・既婚
に関わらず、セクシャル／ジェンダーに基づく暴力11のリ
スクにさらされています。

15–24歳の世界人口は 12億人で、その多くが疎外され
た脆弱な人々で、様々なセクシュアル／リプロダクティブ・
ヘルスに関する保健医療サービスを必要としています。し
かし避妊、HIV予防や治療、安全な中絶のケア、セクシャ 
ル／ジェンダーに基づく暴力に関するサービスなど、質の
高いセクシュアル／リプロダクティブ・ヘルスサービスが
受けられる機会は限られています。その理由としては、十
分な情報を得ることができなかったり、有害な文化慣習、
また彼らを規制するような法律や、医療従事者やコミュニ
ティの中での偏見などがあります。
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ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ 
達成の妨げとなる高い患者自己負担 
による支出と資金協力不足 
文献レビューの結果、特に世帯ごとのセクシュアル／リプ
ロダクティブ・ヘルスに対する支出を評価している適切な
研究が不足していることがわかりました。しかし明らかな
ことは、低・中所得国においては、医療費の多くが患者の
自己負担に依存しているということです。低・中所得国の
人々は、セクシュアル／リプロダクティブ・ヘルスのサービ
スの需要が非常に高いにも関わらず、サービスを必要とす
る場合には、患者が医療費のかなりの割合を自己負担す
る状況となっています。以下はその例です。

• インドの中でも貧困層が居住するビハール州では、セク
シュアル／リプロダクティブ・ヘルスサービスにおける総
支出額の 38%以上が患者の自己負担によるものです
が、その一方、経済成長を遂げているカルナータカ州
では 22%となっていました12。

• ケニアでは、一般世帯による基本的医療への総自己負
担支出額のうち、14%がセクシュアル／リプロダクティ
ブ・ヘルスサービへの支出となっていました13。

貧困層の所得に対する医療費支出の割合は高く、そのた
めさらに貧困化が進んでいます。さらに、医療費とジェン
ダーについて系統的レビューをした先行研究によると、女
性は男性と比べ、体系的に個人負担の支出が多く、その
理由として出産やその他のリプロダクティブ・ヘルスサービ
スに関する費用が高いことが考えられます14。

セクシュアル・リプロダクティブ・ヘルス・サービスへの費
用の大部分が現在個人によって支払われている理由は、
経済的保護の欠如と政府やドナーからの資金の拠出不足

が原因です。例えば、多くの国では、避妊具の調達は国
民保険の対象となっていません。2014年には、135の低・
中所得国において避妊具の配布のため12億ドル以上が費
やされました。この費用のうち、個人負担の割合は 58%
であったのに対し、ドナーからの資金および政府の支出
は、それぞれ 25%と17%でした15。

セクシュアル・リプロダクティブ・ヘルス、特にセクシュアル・
ヘルスに対する資金は変動しており、今後現在の水準を
大幅に上回ることは期待できません。つまり、セクシュア 
ル／リプロダクティブ・ヘルスサービスを支援するためには、
国内の財源の確保に重点を置くことが不可欠であるという
ことです16,17。

政府によっては、リプロダクティブ・ヘルスケアを提供した
結果、現金給付、バウチャー制度、一部医療費の免除な
ど、貧困を緩和するための資金調達メカニズムを導入して
おり、概して保健医療サービスの利用増加に影響を与えて
います。

しかし、人々を経済的苦難から保護する鍵は、何らかの
保険制度や税金によって、保健システムに必要な財源のほ
ぼ全般を前払いしておき、そのプール財源からサービスを
調達することで利用者がサービスを利用する際に必要とな
る自己負担を制限することです18。途上国でも、国家、社
会、地域単位での健康保険制度を通した経済的保護が存
在し、税金を直接財源とした保健医療サービスの提供が
行われていますが、そのような制度に加入、あるいは対象
となる人口は限られています。インフォーマルセクターで働
く人や、若者や難民のように最も脆弱でサービスが十分
に提供されていない人たちは取り残されています。さらに
これらの基礎保健サービスがカバーしている保健医療サー
ビスには、包括的なセクシュアル／リプロダクティブ・ヘル
スサービスが含まれていないことが多いのです。

汚名および差別が、疎外された 
脆弱な人 へ々のサービス提供の 
妨げに 
すべての人がリプロダクティブ・ヘルス／ライツを実現でき
るような環境を作るために、汚名や差別に対処しなけれ
ばなりません。例えば、HIVや HIVと共に生きる人々に
対する汚名は、本当に必要なサービスにアクセスするため
の大きな妨げとなっています19。結婚していない若者たち
も、セクシュアル／リプロダクティブ・ヘルスサービスを受
けるうえでの大きな障害に直面しています 20。汚名は大き
な障壁であり、若者は性や性行為に関して自ら決断できな
い、またはしてはならないという社会や他の人の考えによ
り、障壁はしばしば大きくなります。例えば、若者が中絶
を受けようとする場合、中絶に対する偏見・汚名の影響を
より経験することがあり、大きな困難に直面します。また、
セクシュアル／リプロダクティブ・ヘルスサービスを支援す
る政策があるのにも関わらず、保健医療サービスを受ける
ことを拒否されることもあります 21。
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ヘルスケアワーカーの態度、慣習、知識も、多様な背景の
人々に提供されるセクシュアル／リプロダクティブ・ヘルス
サービスの質に影響を与えます。下記はその例です。

• ヘルスケアワーカーの守秘義務の欠如は、HIVと共に生
きる女性が産前ケアを受ける意欲を阻害する主要な理
由でした 22。

• ジェンダーに基づく暴力に対処するためのサービスを提
供するアフガニスタンの医療施設に関する研究では、暴
力をくぐり抜けた人を助ける上で、医療従事者の、知識
や態度、役割に大きな課題があることが示唆されていま
した 31。 

セクシュアル／リプロダクティブ・ヘルスへのユニ
バーサルアクセスの問題に対処することは、コミュ
ニティや国に健康、社会、経済上の大きな利益
をもたらし、持続可能な開発の実現へとつなが
ります。

セクシュアル／リプロダクティブ・ヘルス
に対する権利を確立させることは、 
持続可能な開発での大きな成果を 
生み出すこととなります   
すべての人がセクシュアル／リプロダクティブ・ヘルス／ラ
イツに確実にアクセスできるようにならなければ、どの国
も、不平等を減らし、経済成長を刺激・維持し、環境の
持続可能性を確実にすることはできません。セクシュア 
ル／リプロダクティブ・ヘルスがすべての人に提供されるよ
う投資することにより、健康上、社会経済上の大きな利益
がもたらされます。

例えば、家族計画のサービスを必要な人すべてに提供する
ことで、毎年 6,700万件の望まない妊娠と、約 2,500万
件の安全でない人工妊娠中絶を防ぐことになります6,23。
また、年間の妊産婦死亡を76,000件、新生児の死亡を
290万件から 66万件に、新生児の HIV感染を13万件か
ら 9,000件に減少させると推定されています6。家族計画
の重要な社会的利点は、教育水準の改善と、ジェンダー
の平等の促進です。個人が性行動と生殖をコントロールで
きるようになり、性生活および生殖が可能な時期におい
て安全で健全であれば、教育や労働市場に活発に参加し、
自分自身や家族をケアすることができ、コミュニティや社
会に貢献する能力が強化されることになります 24。

手ごろな価格のセクシュアル／ 
リプロダクティブ・ヘルスサービスが、
人々の貧困化を防ぎます
経済的保護を適用し、手ごろな価格で適切なセクシュア 
ル／リプロダクティブ・ヘルスサービスを提供することで経
済的苦難と健康上の不平等の両方が改善されます。さら
に、セクシュアル／リプロダクティブ・ヘルスへの投資は、
最も費用対効果の高い保健事業の一つです。例えば、望
まない妊娠の防止や避妊による家族計画は、産科、小児
保健、他の関連サービスにおける費用の節減、またその
後の教育費の節減につながります。家族計画および妊産
婦・新生児保健医療サービス投資は、妊産婦・新生児保
健医療サービスのみへの投資と比較して、年間純節減費は、
69億米ドルにのぼるものと推定されています6。

誰も取り残すことなくユニバーサル・
ヘルス・カバレッジを達成する 
ユニバーサル・ヘルス・カバレッジは、保健医療システム
の機能を整備するだけでなく、社会的な排除や差別、情
報不足およびヘルスケアを求めるための意思決定力不足と
いった障壁を取り除くため、健康の根本的な社会的決定
要因に取り組む理念に基づいたより広い枠組みの中でと
らえなくてはなりません14,25。汚名、差別、ジェンダーの
不平等といったセクシュアル／リプロダクティブ・ヘルス／ 
ライツの障壁を取り除くことができないアプローチや、セ
クシュアル／リプロダクティブ・ヘルス／ライツの情報や
サービスが利用可能で、アクセス可能で、適切で、質の高
いものに出来ないアプローチは、ユニバーサル・ヘルス・
カバレッジを完全には実現できません。 

セクシュアル／リプロダクティブ・ヘルス／ライツへの公平
なアクセスは普遍的というにはまだほど遠い状態であり、
疎外された脆弱な人々のほとんどが取り残されています。
これらのサービスが受けられたとしても、社会的、経済的
な保護が十分でなければ、セクシュアル／リプロダクティ 
ブ・ヘルスの費用の大部分を個人や世帯が負担することに
なります。セクシュアル／リプロダクティブ・ヘルスの情報
とサービスを、誰もが利用でき、支払い可能な必須ヘルス
サービスのコアパッケージの一部にすることは、ユニバー
サル・ヘルス・カバレッジの実現に向けて前進すること、そ
してすべての人々の健康への権利を実現することにつなが
ります。
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ユニバーサル・ヘルス・カバレッジへの IPPFの貢献

IPPFは、153カ国のコミュニティと個人のために、またコミュニティと個人と共に
働く各国の組織（加盟協会またはMA）が世界で展開する運動を通じて、地球
規模のサービス提供と、性と生殖に関する健康・権利*の擁護を率いています。 
すべての人が偏見がなく、質が高くて、手ごろな価格のセクシュアル／リプロダ
クティブ・ヘルスサービスを受けられるようにはたらきかけることで、IPPFはユニ 
バーサル・ヘルス・カバレッジに貢献しています。

IPPFは、サービスを提供するときに、
その対象となる人々－－特に貧しく 
脆弱な人々－－を最重視しています†。 
年齢、ジェンダー、ジェンダー・アイデンティティ、民族
性、性的指向、HIV感染の有無、教育、障がい、移民と
しての身分、環境の安定など、ある特性のために十分な
セクシュアル／リプロダクティブ・ヘルスや、質の高いヘル
スサービス、物資の供給、情報を受けることができない
状態におかれている脆弱な人々がいます。また文化的慣

習や、法律や政策により、サービスを受けることを拒否
される人々もいます。IPPFは、汚名や差別に挑戦し、そ
れらの障壁を取り除き、最もサービスが受けにくいグルー
プに焦点を当てるために集められたデータを用い、疎外
された人々が、必要とするサービスや情報を確実に受け
ることができるための政策を提言します。これらの介入に
より、IPPFは、人道支援を必要とする 320万人を含む、
4,720万人の貧しく脆弱な人々に手を差し伸べ、2016年
には若者に対し、7,480万件のセクシュアル／リプロダク
ティブ・ヘルスサービスを提供しました。

*  強制、差別、暴力のないセクシュアリティ、セクシュアル･ヘルス、リプロダクティ
ブ･ヘルスに関する事柄について、自由に責任を持って支配し決断する権利。生殖 
系やその機能やプロセスに関するすべての事柄において、単に疾病や虚弱の状態
でないだけではなく、完全な身体的、精神的、社会的福祉の状態。

†   IPPFでは、貧困で脆弱は人とは、若者や薬物を使用する人々、セックスワーカー、
HIVと共に生きる人々、避難民、性／ジェンダーの多様性のあるグループ、ジェン
ダーに基づく暴力をくぐり抜けてきた人々、障がいを持つ人々を含みます。 

誰も取り残さない：IPPFのグローバルリーチ
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IPPFは手ごろな価格のセクシュアル／
リプロダクティブ・ヘルスサービスを
提言しています。 
貧困層や脆弱な人々に課される医療費の自己負担の経済
的な重荷を理解し、IPPFの加盟協会は、支払能力にかか
わらず、すべてのクライアントが必要なサービスを受けら
れるようにする「拒否しない政策（no-refusal policy）」を
実践しています。セクシュアル／リプロダクティブ・ヘルス・
サービスをすべての人に供給するため、IPPFは支払い可能
なヘルスサービスと関連物資が世界的・全国的に確実に届
けられるよう政策の変更を提唱しています。2016年には、
IPPFは、セクシュアル／リプロダクティブ・ヘルス／ライツ
の擁護または保護する175の政策または法律の改定を可
能にしました。例えば、インドでは、IPPFインド（Family 
Planning Association of India）が何年も政策提言をした
結果、保健省は、国家保健事業として、無料で利用可能
な避妊法リストに注射法を含めました。 

IPPFの保健制度強化への貢献は、 
セクシュアル／リプロダクティブ・ 
ヘルスをすべての人に届けるために 
不可欠です。
常設の診療所、移動診療所、コミュニティーに根付いた配
布員、アソシエ―テッド・クリニック‡からなる46,402ヶ所
の強力なサービス提供ネットワークにより、セクシュア
ル／リプロダクティブ・ヘルスサービスや、必須医薬品お
よび関連物資へのアクセスを可能にしています。

医療専門家、ピア・エデュケーター、コミュニティー・ヘル
スワーカー、ボランティアなど、訓練を受け熟練したヘル
スケアワーカーは、偏見や汚名のないセクシュアル・セク
シュアル・リプロダクティブ・ヘルス・サービスを提供する
上で重要です。IPPFのサービス提供の質の高さが認識さ
れているため、加盟協会は政府のヘルスケアワーカーの能
力強化事業の委託を受けています。例えば、エチオピア
の IPPFの加盟協会である Family Guidance Association 
of Ethiopiaは、HIV、長期的な家族計画方法、子宮頸が
ん検診と治療、また包括的な性教育において１万人のヘル
スケア提供者への訓練を実施しました。

さらに、IPPFの強力な流通・供給網により、昨年は、
14,286の公的および民間のパートナーが避妊関連物資を
受け取ることができました。それにより女性と少女は、自
らの選択による包括的な方法を継続的に受けることができ
ます。

IPPFがなければ、政治的意思や専門知識の欠如、また制
度の未整備のため、多くの人々がセクシュアル／リプロダ
クティブ・ヘルスサービスを受けることがかなり制限される
ことになるでしょう。IPPFの強力なコミュニティに根付い
たヘルスサービスの提供は、健康についての社会的決定
要因に取り組み、疎外されサービスを十分に受けることが
できない人々のセクシュアル／リプロダクティブ・ヘルス／
ライツを守ることで、ユニバーサル・ヘルス・カバレッジに
貢献しています。

‡   IPPFは Associated Clinicを訓練を受けた医師、臨床医、カウンセラーによりセク
シュアル／リプロダクティブ・ヘルスサービスを提供する個人、民間組織、または
公的セクターに所属する診療所と分類しています。IPPFの加盟協会は多大なる技
術支援、またケアの質やミスのモニタリング、また時には避妊、セクシュアル／リ
プロダクティブ・ヘルスのための物資 Associated Clinicに提供することに同意して
います。Associated Clinicは IPPF加盟協会により管理されるものではなく、サー
ビスは Associated Clinicのスタッフにより提供されています。
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アフガニスタンでのユニバーサル・ヘルス・カバレッジ
の達成に向け、ジェンダーに基づく暴力に取り組む

アフガニスタンは人間開発指数で169位に位置する低所得国であり26、医療制度
は脆弱です。アフガニスタンの医療制度の再構築にあたって解決すべき主な課題
とは、社会不安、インフラの欠如、経済的苦難、政府とヘルスケア提供者間の
調整不足、医療施設へのアクセスの難しさ、不適切な病院の状況、訓練を受け
た特に女性の医療従事者の不足などが挙げられます27。

ヘルスケアサービスへのアクセスが困難な状況は、ジェン
ダー、社会・経済格差によってさらに悪化しています。国
の復興の過程で、これらの不平等の問題に取り組まなけ
れば、ユニバーサル・ヘルス・カバレッジの達成は不可能
でしょう。 

アフガニスタンでのユニバーサル・ 
ヘルス・カバレッジ 
アフガニスタンにおける保健サービス基本パッケージと病
院サービス必須パッケージは、無料のユニバーサル・カバ
レッジを全国的に促進するため、政府が 2003年から取
り組んできたアプローチです 28。特に女性、子ども、障が
い者、極貧層の人々など、最も支援を必要としている集団
への優先的なアクセスを重要視するものです 29。しかし、
どちらの文書にも、アフガニスタンのジェンダーに基づく
暴力をくぐりぬけた人々のニーズに対応するための包括的 
なアプローチは含まれていません。いくつかの調査では、
アフガニスタン女性の 87%が、身体的、性的、心理的暴
力のうち、少なくともいずれか1つを経験しており、62%
が 2つ以上を経験していると示されています 30。さらに、
ジェンダーに基づく暴力をくぐりぬけた人々が支援を求め
ることができる唯一の希望であるヘルスケア施設は、包括
的なサービスを提供するために必要なインフラや訓練され
たスタッフが十分にいない状況にあります 31。

2005年以降の治安情勢の悪化は、アフガニスタンの人々
の生活やヘルスケアへのアクセスやカバレッジなどの開発
努力に悪影響を及ぼしています 32。また、医療費支出のう
ち、個人の患者自己負担（Out-of-Pocket）の支出が異常
に大きい割合を占めています。 

2014 年の国民保健会計（National Health Accounts：  
NHA）によりますと、政府の医療費支出額の17.1%はジェ
ンダーに基づく暴力を含むリプロダクティブ・ヘルスに配分
されています。NHAの報告書は「中央政府は、リプロダク 
ティブ・ヘルスへの投資増加を検討する必要がある」と提
言しています。 

アフガニスタンにおけるジェンダーに 
基づく暴力 
ジェンダーに基づく暴力は、アフガニスタンにおいて広範
囲で起きている問題です。その根源は、複雑な不平等と文
化的慣習によるもので、それに貧困と認識不足が重なった
結果、女性は男性に従属し、行動を起こしたり支援を受け
る妨げとなっています33。

政府は、ジェンダーに基づく暴力の問題に緊急に取り組
む必要性を認識し、女性に対する暴力を排除するため、
2009年に大統領令を可決しました。この大統領令では、
児童婚、強制結婚、結婚の禁止、強姦、殴打、ヘルスサー
ビスへのアクセスの拒否など、女性に対する 22の暴力行
為を犯罪とみなしています。法律により、女性に対する暴
力に関する一般の意識が高まり、訓練が促進され、女性
に対し暴力行為を行う加害者を訴えることができるように
なっています。

アフガニスタンの主な健康指標  

総人口（2017年）† 3,550万人
国民一人当たりの総所得、購買力平価 (PPP)ベース（2016年、$)* 1.88

平均寿命　男／女　（年齢） 59/62

平均寿命　男／女　（年齢） 55

合計特殊出生率 5.3

家族計画の満たされないニーズの割合 25%

専門技能者介助による出産率 50.50%

出典：特に記載のない限り、2015年の人口保健調査（DHS）に基づいています。†国連、経済社会部、人口課（2017年）。 
世界人口予測：2017年改訂版のカスタムデータをウェブサイトから取得したもの。*世界銀行オープンデータ、https://data.worldbank.org/

アフガニスタン

医療費支出の割合 2005 2010 2014

政府の総支出に対する 
医療費支出の割合（%） 10 31 36

国内総生産に対する医療費 
総支出額の割合（%） 8 9 8

医療費総額に対する政府の 
医療費総支出額の割合（%） 6 14 12

医療費総額に対する外部からの 
医療費の割合（%） 13 26 23

医療費総額に対する患者の
自己負担支出の割合 (%) 90 69 64

資料 : WHO Global Health Observatory data repository（世界保健機関国際健康観測） 
http://apps.who.int/gho/data/node.main.75
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ジェンダーに基づく暴力をくぐり抜けた人々のヘルスに関
するニーズへの対応が進められています。世界保健機関
（WHO）は、身体的、性的、心理的暴力を含むジェンダー
に基づく暴力の包括的なケースマネージメントに関し、ア
フガニスタンのすべての州で 6,500人のヘルスケア提供者
に訓練を行っています。既存の政府の医療施設内にファ
ミリー・プロテクション・センター（Family Protection 
Centre）を導入することで、心理社会的支援や医療、法
的支援、また保健部門への照会サービスなど、包括的な
サービスが提供され、ワンストップ・アシスタンス・センター
として機能しています。

ジェンダーに基づく暴力に取り組み、 
ユニバーサル・ヘルス・カバレッジを 
実現したグッドプラクティス（好事例）*
アフガニスタンの IPPF加盟協会である「アフガン・ファミ
リー・ガイダンス・アソシエーション（AFGA）」は、国内の 
ジェンダーに基づく暴力に取り組んでいる主要な市民社会
団体です。AFGAはセクシュアル／リプロダクティブ・ヘル
ス／ライツを促進する義務を持って、ジェンダーに基づく
暴力に対する知識、態度、実践に影響を与えるため、コミュ
ニティ、宗教指導者、主要な利害関係者、また政府組織
に働きかけています。以下はそのベストプラクティスの例
です。   

質の高い、汚名のないセクシュアル／リプロダクティブ・
ヘルスサービスにより、AFGAのファミリー・ウェルフェア・
センターでは、ジェンダーに基づく暴力をくぐり抜けた人々
のニーズに対応することが可能となっています。AFGAの
クライアントのほとんどは、女性や若者で、特に脆弱で
貧しく疎外された地域の人々です。センターの医療従事者 
は、ジェンダーに基づく暴力に関する秘密保持、スクリー
ニング、治療およびリスク評価についての訓練を受けてい
ます。さらにセンターのカウンセラーは、安全のための計
画や対処の戦略など、ジェンダーに基づく暴力をくぐり抜
けた人々の心理社会的ニーズに対応するため、専門的な訓
練を受けています。 

AFGAは、ジェンダーに基づく暴力の被害者のさまざまな
ニーズを満たすため、広範な取次（リファラル）ルートを
促進しています。AFGAは主要政府機関やＮＧＯなどと提
携することで、被害者への専門的なサービスの提供や、取
次（リファラル）ネットワークの拡大が可能となっています。
AFGAのコミュニティワーカーは、他のサービスに取り次
がれたクライアントが、必要な医療関連のサービスやその
他のサービスに確実にアクセスできるように、フォローアッ
プ・サポートを行っています。また AFGAは、ジェンダー
に基づく暴力に対応するため、すべてのアクターが共同行
動を起こせるようにオペレーションの基準も開発しており、
コミュニティレベルでセクターを越えたワーキンググルー
プを設置しています。 

実現可能な環境を作り出すために、主要な利害関係者の
ジェンダーの不平等に関する啓発運動をしています。AFGA
は、ジェンダーの平等とジェンダーに基づく暴力に関する
コミュニティの認識、態度、慣行を変える主導的な役割
を担うため、宗教省（Ministry of Haj & Islamic Affairs）
と共に提唱を行ってきました。宗教指導者の最高幹部に
よって書かれ、AFGAが調整した「Islam and the Family 
（イスラムとその家族）」に関する書籍は、イスラム教の教
えに基づいた肯定的な家族の規範を促進するもので、宗
教省が印刷をし、金曜日のモスクでの話し合いの時に使
用されています。AFGAはまた、ジェンダーに基づく暴力
を防止し、被害者を支援するためにできることについて、
コミュニティのリーダー、警察官、学校教師、法律実務
者とのセッションを実施しています。AFGAはこれまでに
47回のセッションを実施し、1,397名の利害関係者を対
象に啓発運動をしました。

アフガニスタンの既婚経験のある女性における 
身体的暴力の経験
背景的特徴 15歳以降身体的暴力を 

経験した女性の割合（%） 
女性の年齢

15–19 32.9

20–24 46.1

25–29 53.6

30–39 55.9

40–49 60.0

女性の結婚の状況
既婚 52.8

離婚／離別／死別 58.9

女性の居住地
都市部 43.1

農村部 55.7
出典：アフガニスタン人口保健調査（Demographic Health Survey）2015*  これらのベストプラクティスの例は、2012–2014年に AFGAによって実施された

IPPF日本信託プロジェクトから抜粋しました。
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カンボジアの全ての人々がセクシュアル／リプロダク
ティブ・ヘルスサービスを受けられるようにする
カンボジアは人口 1600万人の中所得国で、人口の60%が30歳未満34です。衣
料品の輸出や観光による持続的な経済成長35により、貧困ライン*以下の極貧生
活を送る人の人口割合は、2007年の 47.8%から 2012年の18.9%へと大幅に減
少しました 36。また、妊産婦および幼児の死亡率や、HIV感染率も著しく減少し
ました。しかし、持続可能な開発目標に掲げられた健康に関する目標を達成す
るためには、更なる働きかけが必要です。

カンボジアのユニバーサル・ 
ヘルス・カバレッジ 
カンボジアはヘルスサービスへのアクセス向上にコミットし
ており、とユニバーサルヘルスカバレッジ（UHC）は、カ
ンボジアの「保健戦略計画 2016–2020」の中に明確に言
及されており、その実現のために、脆弱な人々のグループ
や、保健医療指標の芳しくない地域に住む人々にサービ
スを届かせることの必要性が強調されています。この活動
の主な障壁は、公的保健医療制度が整っていないことや、
その提供するサービスの質が低いために十分に活用されて
いないことが挙げられます。医療サービスの 3分の 2が 
（非営利のクリニックを含む）民間のヘルスケア・セクター
によって提供されています。

1人当たりの医療支出は GDPの7%を占め、この数字は
この地域では最も高いものの、依然として必要な水準には
達していません。患者自己負担（Out-of-Pocket＝ OOP）
の支出は、総医療費の60%を占めています 37。このよう
な高い OOP支出と不均等なヘルスケアカバレッジに取り
組むため、カンボジアは、社会保険制度を拡大してきまし
た 38。「国家社会保障基金」の対象となっているのは、約

20万人の公務員、退役軍人、退職者、そして100万人以
上の民間事業者の正社員です。貧困層や（障がい者を含 
む）脆弱な人々は、別の様々な保険制度によってカバーさ
れています。例えば、「医療均等基金には約 300万人が
加入しており、リプロダクティブ･ヘルスサービスや子ども
のヘルスサービスを無料で受けるためのバウチャー（クー
ポン）･スキームでは、約 100万人の女性と子どもが対象
となっています。任意の寄付や個人の出資による、コミュ
ニティに根ざした医療保険や民間医療保険スキームでは約
100万人の人々が対象となっています。

脆弱な人々のための性感染症予防と 
治療サービスへのアクセス  
カンボジアの IPPF加盟協会である「リプロダクティブ･ヘ
ルス･アソシエーション・カンボジア（RHAC）」は、カンボ
ジアにおけるセクシュアル／リプロダクティブ・ヘルスサー
ビスの主要な提供者です。RHACは女性のセックスワー
カー、エンターテインメントワーカー、男性同士で性行為
をする人たち、トランスジェンダー、移民など、脆弱かつ
疎外された人々に手を差し伸べ、不可欠かつ権利に基づく
セクシュアル／リプロダクティブ・ヘルスサービスを提供す
ることで、2030年までに UHCを実現するためのカンボ
ジアの努力に貢献しています。これらの人々は、性感染症
（STI）、意図しない妊娠、また多くのリプロダクティブヘル
スの問題など高いリスクを抱えています 39。

カンボジアで公表されている STIに関する限られた資料に
よると、一般人口における STIの罹患率は低くなっていま
す。STI関連サービスは政府の保険制度に含まれており、
リプロダクティブ・ヘルスの公平性の改善に貢献してい 
ます40。HIVとエイズおよび STIのための国立センターが 
運営する 51の STI診療所、RHACのような非政府組織
（NGO）が運営する18の診療所、そして症候性アプロー
チに基づく STIサービスを提供する 225のヘルスセンター
など、STIサービスへのアクセスが全国的に可能となって
います41。STIサービスの主要提供者である RHACは、
2015年には STI関連サービスを求める全クライアントの
59%を治療しました。2012–2016年の間に、RHACは
100万人以上のクライアントを受け入れ、そのうち15%
が縫製工場の労働者でした。

カンボジア

* 国内貧困ラインは一人当たりの 1日のカロリーが 2,200ckalの絶対的貧困ラインを指します。

人々の健康とヘルスサービスの指標 

乳児死亡率（出生 1,000あたり） 28

5歳未満の死亡率（出生 1,000あたり） 35

妊産婦死亡率（出生 10万あたり） 170

合計特殊出生率 2.7

避妊実行率（現代的避妊法の使用） 38.8

既婚女性の避妊法の満たされない需要の割合（%） 12

過去 5年間で中絶を 1回以上経験した 15–49歳の女性の割合（%） 12

専門技能者介助による出産率（%） 89

HIVに関する包括的な知識を持つ 15–24歳の人口の割合（%）
男性 38

女性 46

過去 1年以内に性感染症（STI）の症状を自己申告した 15–24歳の人口の割合（%）
男性 0.6

女性 4.4
資料： カンボジア人口保健調査（DHS）
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衣料産業は、カンボジアの経済を支える中心的な産業で
60万人以上の労働者を雇用しています。労働者のほと
んどは移民で生殖可能年齢にある若い未婚女性です42。
2012–2015年の調査では、縫製労働者の56%以上が
STIの治療を受けたことがあると報告されていますが、パー
トナーとコンドームを使用しているのはその54%に過ぎ
ず、STIの徴候や症状を特定できた人はわずかでした43,44。

RHACは、4つの州と県に広がる 82の縫製工場で働く
13万人の縫製労働者を対象に活動をしています。先駆的
な職場におけるヘルスプログラムの一環として、RHACは
セクシュアル／リプロダクティブ・ヘルス／ライツについて
の認識を高め、コンドームを提供し、職場の医療政策にセ
クシュアル／リプロダクティブ・ヘルスを含めるよう工場長
や管理者と協力しています。

脆弱な縫製労働者にセクシュアル／ 
リプロダクティブ・ヘルスサービスを 
提供するためのグッド・プラクティス 
（好事例）*

RHACは、質の高い、権利に基づくセクシュアル／リプロ
ダクティブ・ヘルスサービスを提供してます。RHACは、
IPPFの「クオリティ・オブ・ケア憲章」を指針とし、質が高 
く、秘密を保持し、スティグマ（汚名）のないサービス
を提供し、クライアントから高い評価を受けています。
RHACの医療サービスの提供者は、クライアント中心のア
プローチで業務にのぞむよう訓練を受け、サービスは、ク
オリティ・オブ・ケア評価とクライアントの満足度フォーム
により毎年定期的にモニタリングされています。  

「時に薬について知らなかったり、安全ではな
い場所もあります。でも RHACでは私たちの安
全は守られています…女性として私が必要として
いることを RHACはわかってくれています。そし
て最も大切なことは、クライアントの情報を扱
うときに RHACはしっかり秘密を守ってくれると
信頼できることです」 プノンペンの縫製工場で働く
27歳の労働者 

 
行動変容をサポートするため、携帯電話技術やソーシャル 
メディアを使用しています。RHACは、電話ホットライン
を開設したり、セクシュアル／リプロダクティブ・ヘルスの
話題について録音した情報を電話回線を通じて提供する
ことで、セクシュアル／リプロダクティブ・ヘルス／ライツ
に関する情報を共有しています。この方法により、クライ
アントは情報に便利に自由にアクセスすることができ、秘
密保持も保証され、クライアントがセクシュアル／リプロ
ダクティブ・ヘルスとウェルビーイング（健康）について選
択し決定できるようにしています。RHACのホットラインと
録音メッセージシステムの 2016年の受信件数は、合計で
10,602件でした。

RHACは、工場経営陣やカンボジアの労働職業訓練省と
協力し、労働者のセクシュアル／リプロダクティブ・ヘルス
についてのニーズに対応することの重要性に関する啓発を
働きかけ、工場労働者が情報やサービスにアクセスできる
環境整備をしています。その結果、RHACに協力する経
営陣は職場の医療制度にセクシュアル／リプロダクティブ・
ヘルスサービスを導入しつつあります。

「RHACはリプロダクティブ・ヘルスサービスの提
供において長い経験を持ち、質の高い、親しみ
やすいサービスで、女性の健康の拠りどころと
して工場労働者たちから信頼が寄せられていま
す。RHACの活動は、うちの工場労働者の健康
に役立っているので、私たちは RHACを支援し
ています」 コンプライアンス責任者、Reliable factory.

「工場労働者のほとんど
が生殖可能年齢にある
のですから、家族計画を
取り入れるべきでしょう。
ですから家族計画やセ
クシュアル／リプロダク
ティブ・ヘルスに関する
RHACの戦略を私は支持
しています。RHACがこ
の問題に取り組むなら、
工場労働者たちは自分の
計画に従い、自分の理
想的な家族の大きさに
合わせて子どもを産むで 
しょう。」 フィ・ハン・ソーン、 
労働職業訓練省長官

*  グッドプラクティスは、2013–2015年に RHACにより実施された 
IPPF日本信託基金のプロジェクトでの例。
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ケニアにおける、思春期および若者が利用しやすい
セクシュアル／リプロダクティブ・ヘルスと、ユニバー
サル・ヘルス・カバレッジを達成する権利への投資

ケニアの人口は急増しており、人口4,960万人の大多数（52%）が20歳未満です45。
このため、ヘルスサービス、教育、水、衛生、住居および雇用の需要が大きくなっ
ています。 

すべての若者が教育とセクシュアル／リプロダクティブ・ヘ
ルスサービスを含むヘルスケアを受けられれば、国の開発
の機会も広がります。思春期の若者が利用しやすいサービ
スは、若者が情報とヘルスケアにアクセスできる環境をつ
くるために重要です。

ケニアのユニバーサル・ 
ヘルス・カバレッジ 
ケニア政府は、2030年までに必ず UHCを達成するこ
とを目指しています46,47。2007年に長期的な開発計画、 
「Vision 2030」を開始し、国を産業化した中所得の国に
変え、高品質で手ごろな価格のヘルスケアシステム48,49,50

を確立することを目指しています。2010年の「ヘルス・ 
ファイナンシング・ストラテジー」でも、脆弱な人々を財
政的に保護するための社会医療保険と税金を導入し、ケ
ニアの人々を社会・医療面で保護することを強調し、UHC
の達成にあらためてコミットしました51。現在、医療保険
の主要な提供者である「国家病院保険基金」は、一般財
源と加盟者の出資を主な資金源としています。「国家病院
保険基金」は、フォーマルセクターの雇用者には強制的な 
保険を、インフォーマルセクターの労働者には任意の保険
を提供しており、ケニアの人口の19.6%をカバーしてい
ます52。

しかし、ケニアにおける医療保険カバレッジの大きな格差
は今なお存在しています53。ケニアのヘルスケアシステムの
最大の問題の一つは、インフォーマルセクター、特に貧困
層の経済的保護が不十分であることです。富裕層や都市

中心部に住む人々は、貧困層や農村地域に住む人 と々比較
して、より多く保険に加入している傾向があります。ケニ
アのヘルスケアの患者自己負担（Out-of-Pocket）の支出
も大きな割合（26.6%、2012/13年）を占めています54。
2013年、巨額の医療費を支出した人口の割合は 6.2%で
した。ケニアの医療財政は徐々に改善していますが、アフ
リカ諸国が国家予算の15%をヘルスセクターに割り当て
ることを目指した 2001年のアブジャ宣言の目標には及び 
ません。  

ケニアの若者のセクシュアル／ 
リプロダクティブ・ヘルスカバレッジ 
ケニアの「国家保健セクター戦略計画（National Health 
Sector Strategic and Investment Plan）II 2013–2017」
にも概要が示されているとおり、セクシュアル／リプロダ
クティブ・ヘルス／ライツは、ケニアの「保健サービス必須
パッケージ」中の優先事項として認識されてきました。政
府は既存の医療機関で若者が利用しやすいセクシュアル／
リプロダクティブ・ヘルスサービスを確立することで、リ
プロダクティブ・ヘルスのカウンセリングや、避妊および
HIV関連のサービスなど、若者に特化したサービスを提供
することにコミットしてきました。

しかし、若者が利用しやすいサービスへの資金が不十分
なため、アクセスとカバレッジは、国内各地でまちまちで
あり、都市部と農村地域で格差がみられます。レズビアン、
ゲイ、バイセクシュアル、トランスジェンダーの若者のよう
な、若者の中でも脆弱なグループのセクシュアル／リプロ
ダクティブ・ヘルスのニーズにも、ほとんどの医療機関で
適切に対応できていません。また、ヘルスケアワーカーが
質が高く、包括的なセクシュアル／リプロダクティブ・ヘル
スサービスを若者に提供する上で妨げとなる文化、宗教、
伝統的な価値体系にも対処する必要があります。ケニアの
IPPF加盟協会である「ファミリーヘルス・オプション・ケニ
ア（FHOK）」は、若者が利用しやすいサービスや、若者に
対する包括的な性教育を学校の内外で提供する取り組み
をコミュニティレベルで行っています。

ケニア

ケニアの思春期の若者（15–19歳）のセクシュアル／リプロダクティブ・ヘルスの現状

背景的特徴 男性 (%) 女性 (%)

避妊の満たされないニーズ 23

15–19歳で出産した少女 15

近代的な避妊法を使っている既婚の思春期の少女 37

4回以上の産前ケアの診察を受けた 20歳未満の思春期の母親 49

専門技能者介助を受けずに出産した思春期の母親 40

女性性器切除を受けた少女（15–19歳） 11

2014年に HIV検査を受けた思春期の人口 53 41

HIV検査結果を受け取った思春期の男女 41 53

資料 : ケニア人口保健調査（DHS）2014
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若者が利用しやすいセクシュアル／ 
リプロダクティブ・ヘルスサービスを 
提供し、思春期および若者の UHCを 
確実にするためのグッドプラクティス 
（好事例）*  

1987年に設立された「ナイロビ・ユース・センター」は、
FHOKの運営する最も古いユースセンターの 1つです。施
設の主な目的は、10–24歳の若者にリプロダクティブ・ヘ
ルスの情報を届けること、HIVや他の性感染症（STI）の
診断と治療などのサービスを提供すること、そしてセクシュ
アル／リプロダクティブヘルス関連の問題、妊娠検査、家
族計画サービスのカウンセリングと対応をすることです。
FHOKがセンターの運営を通じて学んだことは、セクシュ
アル／リプロダクティブ・ヘルスだけでなく、その他の多様
な社会・健康関連のニーズにも取り組む機会がある場所で
は、より多くの若者がセクシュアル／リプロダクティブ・ヘ
ルスサービスを受ける傾向にあることでした。そこでセン
ターでは、セクシュアル／リプロダクティブ・ヘルスサービ
スと並行して、軽症の疾病の治療や職業訓練、生活スキル
（調髪、コンピュータースキル、自立）の訓練を実施してい
ます。

Friends of Youth（FOY）モデルは、FHOKが実施してき
た、コミュニティに根ざした成人によるメンタリングモデル
です。このモデルはセクシャリティに関する問題を若者と
話し合うこと、若者が利用しやすいセクシュアル／リプロ
ダクティブ・ヘルスサービスを提供することを目的として、 
コミュニティ内の信用できる成人グループ（若い親たち）
を訓練するもので、ケニアの中心部とナイロビ周辺のスラ
ムで実施されてきました。FOYのメンターは、男性同士
で性行為をする人たちのような脆弱なグループや、脆弱な
少女たち、家事労働者、セックスワーカーなどのコミュニ
ティ内の若者を対象に、セクシュアル／リプロダクティブ・
ヘルス／ライツについての情報を提供しています。彼らは
若者たちを、HIVのための民間の医療機関や、FHOKの
補助を受けているセクシュアル／リプロダクティブ・ヘルス
サービスを紹介し取り次いでいます。学校では、メンター
はスクール・ヘルスクラブの形成を支援したりピア・エジュ
ケーターの研修を実施しています。モデルの一環として、
FHOKは民間医療施設の実務者を選び、若者が利用しや
すいセクシュアル／リプロダクティブ・ヘルスサービスを提
供できるように訓練しています。 

 

ホマベイカウンティの Young Men as Equal Partnersプ
ロジェクトは、若い男性と少年たちのセクシュアル／リプ
ロダクティブ・ヘルスに対する態度を変容させることによ
り、女性のセクシュアル／リプロダクティブ・ヘルス・サー
ビスへのアクセスを向上させることを目的としたプロジェク
トです。FHOKが、コミュニティの主要な意志決定者（村
の男女の年長者、教会のリーダー、チーフ）に対し、セク
シュアル／リプロダクティブ・ヘルスにおける若者の特定の
ニーズについての意識啓発を働きかけ、コミュニティがプ
ロジェクトに確実に協力するようにします。地域で選ばれ
FHOKの訓練を受けた男性の「チャンピオン」は、普段彼
らが集まる場所にいる若い男性（年齢 20–24歳）を対象
とし、ヘルスクラブの形成を支援し、ジェンダーやセクシュ
アル／リプロダクティブ・ヘルスに対する態度についての話
し合いを促します。また若者は、パートナーと共にセクシュ
アル／リプロダクティブ・ヘルスサービスにアクセスするよ
う促されます。セクシュアル／リプロダクティブ・ヘルス 
サービスにアクセスしたり、パートナーにもアクセスする
よう支援した若い男性は、コミュニティの集会で正式に認
められます。これらの活動は、中等学校での 10–19歳の
若者を対象とした教育セッションの実施により補完されま
す。プロジェクトの結果、学外のヘルスクラブはコミュニ 
ティに根ざした組織となり、継続的に若者にサービスを提
供するようになりました。さらに、YMEPの活動は、プロジェ
クトを実施した地域の行政機関の年間活動計画に組み込
まれました。 

「若者を、コミュニティ
の中でアクセスできる成
人につなげることで、若
者と大人との間でセク
シャルヘルスに関する話
題について話し合うこと
が増え、若者の STIに
関する知識が増し、よ
り多くの若者たちが初
体験をいつすべきかを
熟慮するようになりまし
た。これは、FHOKがも 
たらした良い点のほん
の一部です。」 FHOKプロ
グラムマネージャー

*  これらのグッドプラクティスは、2004–2005年および 2012–2014年に 
FHOKによって実施された IPPF日本信託基金プロジェクトからの例。



16 誰も取り残さない：ユニバーサル・ヘルス・カバレッジとセクシュアル／リプロダクティブ・ヘルス／ライツ

スーダンにおける国内避難民に対するセクシュアル／
リプロダクティブ・ヘルスサービス
スーダンは、4,050万人の人口を抱える、アフリカで 10番目に人口の多い国で、
出生率は 4.7555です。社会福祉省によれば、スーダンの人口の 46.5%が貧困ラ
イン以下の極貧生活を送っています。 

スーダンの国内総生産（GDP）の成長は 2015年から鈍化
しています。その原因は、南スーダンとの分断、うち続く
紛争、制裁、通商禁止や原油価格の下落などです。これ
らの要素が医療財政に影響を及ぼし、既に脆弱なヘルス
セクターにさらに追い打ちをかけています56。 

スーダンのユニバーサル・ 
ヘルス・カバレッジ 
スーダンのプライマリー・ヘルスケア（PHC）施設の約
36%が、スタッフ不足、またはインフラ設備の不備のため
に、完全には機能していません。機能していても PHCパッ
ケージの主なサービス内容を全て提供しているのは、わ 
ずか 24%に過ぎません（但しダルフールでは、NGOのサ
ポートがあるため 42%）57。より多くの人々が必須で良質 
なヘルスサービスにアクセスできるよう、スーダン政府は
ヘルスケア・カバレッジ・プログラムを拡張しています。こ
のプログラムのねらいは、州間の格差に対処し、辺境地域
の人々に必須のヘルスケアサービスを提供し58、PHCサー
ビスのカバレッジの割合を 86%から100%にすることで
す。また、利用可能な PHCサービスの基本パッケージを
24%から100%に引き上げること、そして全ての人々が
健康保険にアクセスできるようにし、より多くの人が無料
の薬を利用できるようにすることを目指しています59。

ヘルスケアを受けるスーダンの人々を経済的に保護するた
めに、政府は「国家医療保険基金（NHIF）」を拡張して大
学生、孤児、年金生活者、貧困層の家族も利用できるよ
うにしました 60。NHIFは政府の税金、個人の参加費、ザ
カート局*からの資金提供を資金源としています。国のカ
バレッジは 43.8%61と概算されています。しかし、資格の
ある医療スタッフの不足と、医療スタッフに比べて患者が
多すぎることから NHIFを拡張するのが難しい状況です。
NHIFパッケージには、全ての診療、入院、診断処置およ
び外科手術を含めた治療が含まれています。薬代は最大
で75%までカバーされます。セクシュアル／リプロダクティ
ブ・ヘルスサービスもパッケージに含まれており、薬代と
同様の上限までカバーされます。    

スーダンの国内避難民への支援 
スーダン政府は、脆弱で疎外された人々が取り残される
ことなく、確実に医療支援を受けられるようカバレッジを
拡張する努力をしなくてはなりません。スーダンでは概算
で 230万人もの国内避難民（IDP）が人道的な支援を必要
としています62。その大部分は若者と生殖可能年齢の女性
です。以下の地図は、各州の健康上のニーズの深刻度と、
人道的な支援を必要としている人が多い地域が相関して
いることを示しています。

2015年以来、スーダンの医療政策はニーズを反映すべく
改正が重ねられてきました。例えば、NHIFと人道支援委
員会は、ザカート会議所を通じて IDPが健康保険の傘下
に入るよう、制作の変更を行いました。また、「スーダン・
ナショナル・ヘルス・ポリシー（2017–2030）」では、セク
シュアル／リプロダクティブ・ヘルスのニーズなどの IDPの
ヘルスケアのニーズを、重要ニーズとして特別なカテゴリー
を設けて対処することが提案されました。また政策上の
優先分野としては、ジェンダーに基づく暴力、婦人科、産科、
小児科が挙げられています。  

スーダン

*  ザカート局とは政府の機関で、イスラム教の国民の基本収入から年間 4%を差し引き、 
NHIFやその他の配分方法を用いて貧困層に配分する業務を行っています。

北部州

ナイル川州

紅海州

北ダルフール州

北コルドファン州

ガダーレフ州

カッサラ州

南
ダルフール
州

センナール州

東
ダルフール
州

青ナイル州

白
ナイル州

ジャジーラ州

中部
ダルフール
州

ハルツーム州

西
ダルフール
州

アビエイ
地区

南コルドファン州

西
コルドファン州

カス

ザムザム

ジェレイダ

モルネイ

オターシュ

カルマ

- +

資料：UN OCHA 201763

深刻度のマップ



誰も取り残さない：ユニバーサル・ヘルス・カバレッジとセクシュアル／リプロダクティブ・ヘルス／ライツ 17

州レベルのリプロダクティブ・ヘルス部門は、診療所を改
装して1次および 2次レベルの医療スタッフの能力を強化
し、産科および新生児救急ケア、感染症予防と管理、安
全な母性および家族計画サービスが実施できるようにし、
IDPに必要な質の高いサービス提供を始めました。

脆弱な国内避難民にセクシュアル／ 
リプロダクティブ・ヘルスサービスを 
届けるグッドプラクティス（好事例）* 
スーダンの IPPF加盟協会である「スーダン家族計画協会
（SFPA）」は、9つのモバイル・クリニック（移動診療所）と 
5ヶ所の拠点診療所を通じて、8の州で IDPのセクシュ 
アル／リプロダクティブ・ヘルスのニーズに対応してきまし
た。SFPAはセクシュアル／リプロダクティブ・ヘルスサー
ビスを必要とする人すべてが、誰も取り残されることなく、
確実に支援を受けられるようにすることによって、スーダ
ンが 2030年までに UHCを達成できるよう、スーダンの
ヘルスケア・カバレッジ・プログラムに貢献しています。以
下は、SFPAが IDPのニーズに対処した有望実践例です。 

クライアント中心のアプローチによる、良質で統合的な
サービス。SFPAは、家族計画、HIVおよび STI予防と治
療、産前産後ケア、カウンセリングと不妊治療などのセク
シュアル／リプロダクティブ・ヘルスサービスを提供してい
ます。これらのサービスは、十分に訓練を受けた医療従
事者により、高水準のケアを確実に行うためのプロトコル
とガイドラインに従って提供されています。また SFPAでは、
IDPに汚名のないサービスを提供するよう政府の医療従事
者を教育しています。     

若い IDPへの包括的な性教育の提供 :スーダンの IDPの
多くは 18歳未満です。SFPAは、このグループをセクシュ
アル／リプロダクティブ・ヘルス関連情報と若者が利用し
やすいサービスを通じて、対象とすべき重要グループと認
識してきました。SFPAは、IDPのキャンプの中で思春期
の人々や若者の中からピアリーダーを選び、自分の仲間に
包括的な性教育のセッションを実施できるよう訓練してい
ます。SFPAは、思春期の IDPのニーズに対処する際には、
特に性教育と性的および／またはジェンダーに基づく暴力
に焦点を当てています。若者のピアリーダーは、キャンプ
内で家庭訪問も実施し、サービスが必要な若者を SFPA
の診療所に紹介し取り次いでいます。

パートナーシップを通じた IDPへの継続的なケアの提供 : 
SFPAでは、独自に提供するセクシュアル／リプロダクティ
ブ・ヘルスに加えて、一連のケアに IDPがアクセスできる
ようにパートナーと協働しています。例えば、SFPAは性的
およびジェンダーに基づく暴力をくぐり抜けた IDPにスク
リーニングとカウンセリングサービスを提供し、さらに支
援を必要とする人たちのために、病院、社会保障、法的 
サービスに紹介しています。効果的な取次紹介をするた
めに、SFPAは連邦政府および州の保健医療当局や弁護
士のグループ、国連関連機関、スーダン女性総合連合会、
女性労働者同盟、そして他のコミュニティに根ざした女性
のための組織と連携しています。 

SFPAのカウンセラーは、セクシュアル／リプロダクティブ・
ヘルスサービスを即時に提供するほかにも、IDPに対する
支援を実施しており、IDPがムスリムザカート義援金にア
クセスすることや、健康保険カードに登録することを支援
しています。HIVと共に生きる IDPに対しては、心理・社
会的なサポートを受けられるようHIVと共に生きる人々の
ネットワークにつなげる支援をしています。

*  これらのグッドプラクティスは、2014–2016年に SFPAにより実施された 
IPPF日本信託基金のプロジェクトからの例です。

南北ダルフールの移動診療所と拠点診療所で実施されて
いる IDPに対するセクシュアル／リプロダクティブ・ヘル
スサービス
IDPに提供された 
サービス

2015 2016 2017 
 （9月まで）

IDPに提供されたセクシュア
ル／リプロダクティブ・ヘルス
サービスの総件数 32,416 53,486 59,794

女性に提供されたセクシュア
ル／リプロダクティブ・ヘルス
サービス件数 19,765 47,561 39,857

若者に提供されたセクシュア
ル／リプロダクティブ・ヘルス
サービス件数 16,308 26,763 25,341
資料：サービス統計、SFPA

「IDPに対するサービス
の供給に課題がある場
合には、対処を試みて
います。例えば、キャン
プから最寄りの病院が
約 10km離れていたの
で、SFPAは北ダルフー
ルキャンプのアブ・ショ
ウクキャンプに拠点診
療所を設立しました。
妊婦や小さな子供のい
る母親は、こうした病
院施設を利用するのが
難しいかったため、今
では医療サービスを受
けることができると喜ん
でいます」 SFPA事務局長
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IPPF 日本 HIV／リプロダクティブ・ヘルス信託基金について
2000年に設立された「IPPF日本 HIV／リプロダクティ 
ブ・ヘルス・ファンド」は、HIVとセクシュアル／リプロダ
クティブ・ヘルスによる世界的な健康問題に取り組むた
め、日本政府と IPPFが明確なビジョンを持って始めた協
働プログラムです。その目的は次のとおりです。

• 特に HIVに対して最も脆弱な人々のための HIVおよ
びセクシュアル／リプロダクティブ・ヘルスの包括的な 
サービスの拡大と持続的なアクセスに貢献する。

• HIVとセクシュアル／リプロダクティブ・ヘルスを包括
し、人間の安全保障を実現することにより、現在の世
界的な健康問題に対応する日本政府と IPPF間のパー
トナーシップに関する人々の意識を高める。

「IPPF日本信託基金」は、その設立以来、IPPFが、能力
強化事業とプロジェクトを通じて、アフリカやアジアにお
けるHIV関連サービスを、セクシュアル／リプロダクティ
ブ・ヘルス／ライツのプログラムに組み込めるように支援
してきました。同様に、「IPPF日本信託基金」が、ドナー
としての日本政府の HIVへの対応が、必ず人間中心で人 
間の安全保障に貢献するものであるように保証してい
ます。

2000年 1月から 2017年 11月までの間に、アフリカ、
アジア、中東の 55の IPPF加盟協会が計 138のプロジェ
クトを実施するため、基金から支援を受けました。基金 
は、広範囲に及ぶさまざまなプロジェクトを実施してき
ました。例えば、パキスタンの農村部では母子保健サー
ビスを提供し、カメルーンでは HIVと共に生きる人々の
ためのセクシュアル／リプロダクティブ・ヘルス／ライツ
を確保しました。また、ダルフールの国内避難民に手を
差し伸べ、サモアの工場労働者の HIV予防に取り組みま
した。

IPPFは、日本信託基金をとおして IPPFおよび加盟協会
に提供された、日本政府からの継続的な支援に感謝の
意を表します。

国際家族計画連盟（IPPF）は地球規模のサービス提供と、
世界のすべての人々の性と生殖に関する健康･権利を 
守るために率先して政策提言を行うグローバルNGOで
す。私たちは、コミュニティと個人のために、コミュニティ
と個人と共に活動する各国組織が繰り広げる世界的な 
運動です。

2017年 12月　 
国際家族計画連盟（IPPF） 

4 Newhams Row 
London SE1 3UZ 
United Kingdom

tel: +44 20 7939 8200
fax: +44 20 7939 8300
email: info@ippf.org 
www.ippf.org 

UK Registered Charity No. 229476
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